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奈良県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 新旧対照表          令和６年１２月定例議会 議第６８号 参考資料 

改 正 案 現   行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、

御所市、生駒市、香芝市、葛󠄀城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、

斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、

明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、

黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、

東吉野村、老人福祉施設三室園組合、宇陀衛生一部事務組合、上下北山

衛生一部事務組合、香芝・王寺環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅

町式下中学校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野広域行政

組合、山辺環境衛生組合、曽爾御杖行政一部事務組合、南和広域衛生組

合、東宇陀環境衛生組合               、静香苑環境

施設組合、奈良県広域消防組合 
 

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、

御所市、生駒市、香芝市、葛󠄀城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、

斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、

明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、

黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、

東吉野村、老人福祉施設三室園組合、宇陀衛生一部事務組合、上下北山

衛生一部事務組合、香芝・王寺環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅

町式下中学校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野広域行政

組合、山辺環境衛生組合、曽爾御杖行政一部事務組合、南和広域衛生組

合、東宇陀環境衛生組合、奈良広域水質検査センター組合、静香苑環境

施設組合、奈良県広域消防組合 
 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

共同処理する事務 組合市町村 

１ 組合市町村の

常勤の職員に対

する退職手当の

支給に関するこ

と。 

葛󠄀城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖

村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、

河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、

東吉野村、老人福祉施設三室園組合、宇陀衛生一部

事務組合、上下北山衛生一部事務組合、香芝・王寺

環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅町式下中学

校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野

広域行政組合、山辺環境衛生組合、曽爾御杖行政一

部事務組合、南和広域衛生組合、東宇陀環境衛生組

合               、静香苑環境施

設組合、奈良県広域消防組合 

２ 組合市町村の

行政連絡等に利

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、

桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛󠄀城市、

共同処理する事務 組合市町村 

１ 組合市町村の

常勤の職員に対

する退職手当の

支給に関するこ

と。 

葛󠄀城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖

村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、

河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、

東吉野村、老人福祉施設三室園組合、宇陀衛生一部

事務組合、上下北山衛生一部事務組合、香芝・王寺

環境施設組合、奥山組合、川西町・三宅町式下中学

校組合、王寺周辺広域休日応急診療施設組合、吉野

広域行政組合、山辺環境衛生組合、曽爾御杖行政一

部事務組合、南和広域衛生組合、東宇陀環境衛生組

合、奈良広域水質検査センター組合、静香苑環境施

設組合、奈良県広域消防組合 

２ 組合市町村の

行政連絡等に利

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、

桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛󠄀城市、
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改 正 案 現   行 

用する施設とし

ての、奈良県市町

村会館の設置、管

理及び運営並び

に組合市町村の

職員等の研修に

関すること。 

宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、

川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取

町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、

吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川

村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉

野村 

  
３ 地方公務員災

害補償法（昭和4

2年法律第121号）

第69条の規定に

基づく補償の実

施に関すること。 

葛󠄀城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖

村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、

河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、

東吉野村 
 

用する施設とし

ての、奈良県市町

村会館の設置、管

理及び運営並び

に組合市町村の

職員等の研修に

関すること。 

宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、

川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取

町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、

吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川

村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉

野村 

  
３ 地方公務員災

害補償法（昭和4

2年法律第121号）

第69条の規定に

基づく補償の実

施に関すること。 

葛󠄀城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖

村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、

河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、

野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、

東吉野村 
   

 


